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条 例 ２７件 
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 新規制定             ４件 

 一部改正            ２２件 

 廃  止             １件 

予 算 ７件 

内訳 

 令和６年度補正予算        ３件 

 令和７年度予算          ４件 

その他 ５件 

内訳 

 工事請負契約の承認        ４件 

 指定管理者の指定         １件 
 

追加議案   ９件 

人 事 

案 件 
９件 

内訳 

 教育委員会委員の任命の同意    １件 

 人権擁護委員候補者の推薦     ８件 

 



１ 

 

議案第２号                      【総務部総務課】 

 港区長の在任期間に関する条例（新規） 

 

 

 本案は、現区長の在任期間の上限を定めるものです。 

 

 【条例の内容】 

  現区長に限り、区長の職に連続して３期を超えて在任しないものとします。 

 

 【施行期日】 

  公布の日 
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２ 

 

議案第３号                      【総務部総務課】 

 港区長の退職手当の特例に関する条例（新規） 

 

 

 本案は、現区長の退職手当を減額するものです。 

 

 【条例の内容】 

  現区長に限り、支給される退職手当の額を２割減額します。 

 

※試算例：区長１期４年の退職手当（令和７年２月時点の給料月額から算定） 

２，２８６万４，８７６円－４５７万２，９７５．２円（２割減額） 

＝１，８２９万１，９００円（減額後退職手当額（端数切捨て）） 

 

 【施行期日】 

  公布の日 

 

 

  



３ 

 

議案第４号                      【総務部総務課】 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 

 本案は、「刑法」の一部改正に伴い、関係条例の規定を改めるものです。 

 

 【法改正の背景】 

  刑法が改正され、懲役及び禁錮を廃止し、これに代わるものとして、「拘禁刑」が創設

されました。 

 

 【条例改正の内容】 

  各条例で引用している「懲役」又は「禁錮」を「拘禁刑」に改めます。 

 

 【施行期日】 

  令和７年６月１日 

  

 【関連条例一覧】 

１ 港区個人情報の保護に関する法律施行条例 

２ 港区職員の分限に関する条例 

３ 港区職員の給与に関する条例 

４ 港区プールの衛生管理に関する条例 

５ 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例 

  ※このほか、議案第１２号（港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例）

においても、本件と同様の内容を含む条例の一部改正を行います。 

 

  



４ 

 

議案第５号                      【総務部総務課】 

 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 

 

 本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律」の一部改正に伴い、条例で引用している条項番号を変更するほか、

区における個人番号を利用することができる事務の追加等をするものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  マイナンバーカードに係る機能をスマートフォンに搭載し、スマートフォンだけでマイ

ナンバーカードと同様に本人確認ができる仕組みの創設等を内容とする法改正が行われ

ました。また、行政手続の利便性を向上させるため、区における個人番号を利用する事務

の追加等をするため、条例を改正します。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①条例で引用している法律の条項番号を変更します。 

  ②区における個人番号を利用することができる事務に、出産費用助成に関する事務及び

私立幼稚園等保育料補助に関する事務を追加します。 

  ③児童育成手当の支給に関する事務等において利用することができる特定個人情報を

追加します。 

④その他規定の整備 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日  



５ 

 

議案第６号                      【総務部人事課】 

 港区職員定数条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、行政需要の増加等及び学校用務業務の委託の取組結果を踏まえ、職

員の定数を改定するものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  今後の人口増や行政需要の増加に対応するとともに、より柔軟で即応的な配置を可能と

するため、区長の事務部局、教育委員会の事務部局等の職員定数※を増員します。 

  また、順次進めている学校用務業務の委託化の取組結果を踏まえ、学校の事務部局の職

員定数を減員するため、条例を改正します。 

 

  ※職員定数とは、臨時又は非常勤の職を除いた職員の任用できる上限をいいます。 

 

 【条例改正の内容】 

  職員の定数を次のとおり改定します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

区 分 現 行 改正案 増 減 

区長の事務部局の職員 １，８５５人 ２，０６３人 ＋２０８人

教育委員会の事務部局の職

員 
１０８人 １２２人 ＋１４人

教育委員会の所管に属する

学校の職員 
１８８人 １６５人 －２３人

その他 ２９人 ３０人 ＋１人

全  体 ２，１８０人 ２，３８０人 ＋２００人



６ 

 

議案第７号                      【総務部人事課】 

 港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、特別区人事委員会からの意見の申出を踏まえ、特定任期付職員採用

制度を導入するものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  行政需要の高度化やＤＸ推進などの高まりに伴い、高度の専門的な知識経験又は優れた

識見を活用して遂行することが特に必要とされる業務について、特定任期付職員採用制度

を導入するため、条例を改正します。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①条例の題名を変更します。 

    港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例 

     → 港区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

  ②特定任期付職員※の採用及び給与について定めます。 

 

   ※特定任期付職員とは、一般任期付職員とは異なり、弁護士など行政内部での育成が

困難な業務に従事させるために採用する者をいいます。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

  



７ 

 

議案第８号                      【総務部人事課】 

 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、変形労働時間制を導入するとともに、「育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正を踏まえ、職員の超

過勤務の制限の対象となる者の範囲の拡大等をするほか、子育て部分休暇を導

入するものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  ワーク・ライフ・バランスの推進を目的として、公務の運営に支障がない範囲内におい

て、職員の申告に基づく４週間を単位とする変形労働時間制※を導入します。また、育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正を踏まえ、

仕事と育児、介護との両立支援及び柔軟な働き方を一層推進するため、条例を改正します。 

 

  ※変形労働時間制においては、４週間を１つの単位期間として、職員の申告に基づき、

４週間の勤務時間の合計が１５５時間となるよう時間を割り振って勤務することや、

４週間につき２日以内で週休日を追加することを可能とします。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①管理職員及び特別に定める職員に限り、変形労働時間制による勤務を可能とします。 

  ②満３歳から小学校就学の始期に達するまでの子のある職員から当該子を養育するた

めに請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、当該職員に超過勤務をさせて

はならないこととします。 

  ③小学校に就学している子を養育する職員は、１日につき２時間を超えない範囲で子育

て部分休暇を取得できることとします。 

  ④職員から介護の申出があった場合における意向確認等及び介護両立支援制度等の利

用に係る措置を定めます。 

  ⑤その他規定の整備 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

  



８ 

 

議案第９号                      【総務部人事課】 

 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、部分休業の承認範囲を子育て部分休暇の取得時間の範囲内とするも

のです。 

 

 【条例改正の背景】 

  子育て部分休暇を取得する職員に対する部分休業※を承認できる時間について、育児時

間又は介護時間の休暇を取得している場合の取扱いとの均衡を図るため、条例を改正しま

す。 

 

  ※部分休業とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が 1日につき２時

間を超えない範囲内において勤務時間の一部を勤務しないことができることをいい

ます。 

 

 【条例改正の内容】 

  部分休業を承認できる時間について、子育て部分休暇の取得時間数を減じた時間の範囲

内とします。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

  



９ 

 

議案第１０号                     【総務部総務課】 

 港区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、「国家公務員等の旅費に関する法律」の一部改正等に伴い、区長等に

支給する旅費の種類等を変更するものです。 

 

 【法改正の背景】 

  国家公務員等の旅費制度について、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見

直しや、国費の適正な支出を図るための規定を整備するなどの措置を講ずるため、国家公

務員等の旅費に関する法律の改正等が行われました。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①区長等、区議会議員、行政委員会の委員等及び常勤の監査委員に支給する旅費の種類

を変更します。 

   （現 行）鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費 

   （改正案）鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当 

        及び渡航雑費 

  ②教育長に支給する旅費の種類を改めます。 

   （現 行）港区職員の旅費に関する条例第６条に掲げるもの※ 

※鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後

手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当 

   （改正案）鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当

及び渡航雑費 

  ③区長等に支給する旅費の額について、引用している法令を変更します。 

    国家公務員等の旅費に関する法律 

→ 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 

  ④その他規定の整備 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

 【改正する条例一覧】 

１ 港区長等の給料等に関する条例 

２ 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

３ 港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例 

４ 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例 

５ 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例 

 



１０ 

 

議案第１１号                     【総務部人事課】 

 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、職員に支給する旅費の種類及び支給額等を改定するものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しや、国費の適正な支出を図るこ

ととして改正された国家公務員等の旅費制度の内容を踏まえ、区の職員に支給する旅費に

ついて見直しを行います。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①旅費の種類及び支給額について、次のとおり改定します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②１泊につき支給する宿泊費の上限額を、内国旅行の場合は 1万９，０００円、外国旅 

   行の場合は５万９，０００円とします。 

  ③１泊につき支給する宿泊手当の上限額を、内国旅行の場合は２，４００円、外国旅行 

   の場合は５，４００円とします。 

  ④死亡手当の支給額を４６万円から９３万円に引き上げます。 

  ⑤その他規定の整備 

 

 

現   行 改 正 案 

種 類 支給額 種 類 支給額 

鉄道賃 実費 鉄道賃 実費 

船賃 実費 船賃 実費 

航空賃 実費 航空賃 実費 

車賃 一部定額 その他の交通費 実費 

日当 定額 宿泊手当 定額 

宿泊料 上限付き実費 宿泊費 上限付き実費 

－ － 包括宿泊費【新設】 実費 

食卓料 定額 【廃止】 － 

移転料 実費 転居費 実費 

着後手当 定額 着後滞在費 上限付き実費 

扶養親族移転料 定額 家族移転費 実費 

旅行雑費 実費 渡航雑費 実費 

支度料 定額 【廃止】 － 

死亡手当 定額 死亡手当 定額 



１１ 

 

 

  ⑥以下の条例において引用している港区職員の旅費に関する条例に定める旅費の種類 

   等を変更します。 

１ 港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

２ 港区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例 

３ 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例 

４ 港区選挙管理委員会、議会及び監査委員に出頭する者並びに公聴会に参加する

者等の費用弁償条例 

５ 港区建築審査会条例 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

  



１２ 

 

議案第１２号                     【総務部人事課】 

 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、「雇用保険法」の一部改正に伴い就業促進手当に係る規定を改めると

ともに、地域延長給付の期間を延長するほか、「刑法」の一部改正に伴い条例で

引用している用語を改めるものです。 

 

 【法改正の背景】 

  支給実績や人手不足の状況等における各手当の在り方を踏まえて、就業促進手当※１の

うち就業手当※２を廃止するとともに、令和７年３月３１日までとする雇止めを受けた離

職者に対する地域延長給付※３の措置期間を２年間延長するなどの雇用保険法の改正が行

われました。 

  また、刑法が改正され、懲役及び禁錮を廃止し、これに代わるものとして、「拘禁刑」

が創設されました。 

 

  ※１ 就業促進手当とは、失業者の早期の再就職を促進することを目的として給付する

手当をいいます。 

  ※２ 就業手当とは、就業促進手当のうち、安定した職業以外の職業に再就職した者に

対して給付される手当をいいます。 

  ※３ 地域延長給付とは、解雇や労働契約が更新されなかったことなどによる離職者に

ついて、雇用情勢が悪い地域に居住し、必要と認められた場合に所定の給付日数を

超えて、基本手当の給付が原則６０日間延長されることをいいます。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①就業手当に係る規定を削除します。 

  ②地域延長給付の支給対象となる期間を２年間延長します。 

  ③条例で引用している「禁錮」を「拘禁刑」に改めます。 

 

 【施行期日】 

  ①及び②については令和７年４月１日、③については同年６月１日 

 

  



１３ 

 

議案第１３号                 【街づくり支援部建築課】 

 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、「建築基準法」及び「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律」の一部改正に伴い、手数料の新設等をするものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  建築物分野での省エネルギー対策を徹底するため、全ての新築住宅・非住宅について省

エネルギー基準への適合を義務付けるなどの建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律の改正が行われました。 

  また、省エネルギー基準への適合等に伴い、構造安全性の基準への適合を確実に担保す

るため、構造関係規定に関する審査が必要な建築物の対象範囲を拡大するなどの建築基準

法の改正が行われました。 

これら踏まえ、区が行う建築基準法に基づく確認申請等や建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律に基づく審査などの手数料を変更するため、条例を改正します。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①５００㎡以下の建築物に関する確認申請、完了検査等の手数料を引き上げます。 

  ②低炭素建築物新築等計画認定申請等の手数料を引き上げるとともに、建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定における評価方法に合わせて申請区分を変更します。 

  ③確認申請等の審査の中で行う建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する仕様基

準又は誘導仕様基準審査手数料を新設します。 

  ④建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手数料を引き上げるとともに、住宅及び小

規模な非住宅等についての適合性判定手数料を新設します。 

  ⑤建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等の手数料を引き上げるとともに、建築

物エネルギー消費性能適合性判定における評価方法に合わせて申請区分を変更しま

す。 

  ⑥建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料を廃止します。 

  ⑦その他規定の整備 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日  



１４ 

 

議案第１４号          【街づくり支援部土木課及び土木管理課】 

 港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、固定資産税評価額の改定を踏まえ、道路占用料、公園占用料及び上

下水道施設上部利用公園占用料を改定するものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  令和６年１月１日付けで固定資産税評価額が改定され、港区の固定資産税評価額の総地

目平均は、令和３年から約６．５パーセントの上昇となりました。道路占用料等の額は、

固定資産税評価額を算定基礎としており、改定された固定資産税評価額をもとに算定した

新たな占用料を徴収するため、条例を改正します。 

 

 【条例改正の内容】 

  港区の固定資産税評価額の改定を踏まえ、道路占用料、公園占用料及び上下水道施設上

部利用公園占用料をそれぞれ引き上げます。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

 【改正する条例一覧】 

１ 港区道路占用料等徴収条例 

２ 港区立公園条例 

３ 港区立上下水道施設上部利用公園条例 

 

 

 

 

  



１５ 

 

議案第１５号                 【街づくり支援部建築課】 

 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 

 

 本案は、都市計画が変更された六本木・虎ノ門地区地区計画の区域内におけ

る建築物の制限を定めるものです。 

 

 【六本木・虎ノ門地区の街づくりの概要】 

  本地区は、桜田通りや麻布通りなどに囲まれた地区の中央に位置し、安全で住みよい、

うるおいとやすらぎに満ちた都市空間を創出することを地区の目標としています。道路ネ

ットワークや歩行者ネットワークの形成を図り、緑あふれる地域全体の魅力を活かしなが

ら、国際交流拠点にふさわしい、誰もが快適に暮らせるまちづくりが進められています。 

 

 【条例改正の内容】 

  ・地区整備計画の区域について、条例で引用している東京都告示番号を変更します。 

  ・計画地区に新たに「Ｄ街区」を加え、建築してはいけない建築物、建築物の壁面の位

置及び建築物の高さの最高限度を定めます。 

 

 【施行期日】 

  公布の日 

 

 【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

六本木一丁目駅 

神谷町駅 

地区計画の区域 

国土地理院の電子地形図（タイル）を加工して掲載



１６ 

 

議案第１６号        【環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当】 

 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改 

正する条例 

 

 

 本案は、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」等の一部改正

に伴い、条例で引用している条項番号を変更するものです。 

 

 【法改正の背景】 

  建築物分野での省エネルギー対策を徹底するため、全ての新築住宅・非住宅について省

エネルギー基準への適合を義務付けるなどの建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律等の改正が行われました。 

 

 【条例改正の内容】 

  条例で引用している建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の条項番号を変更します。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

  



１７ 

 

議案第１７号                 【街づくり支援部住宅課】 

 港区地域優良賃貸住宅条例（新規） 

 

 

 本案は、地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜を設置するため、新たに条例を

制定するものです。 

 

 【条例制定の背景】 

  特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜を含むカナルサイド高浜については、令和２年７月

から建替工事を実施しており、建替後の建物には住宅確保要配慮者※に向けた地域優良賃

貸住宅を整備することとしています。令和７年１０月の建物しゅん工に向け、地域優良賃

貸住宅シティハイツ高浜の設置に際して必要な事項を定めるため、条例を制定します。 

 

  ※住宅確保要配慮者とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法

律に定める高齢者、障害者、子どもを養育している者など住宅の確保に配慮を要する

者をいいます。 

 

 【条例の主な内容】 

  ①地域優良賃貸住宅の名称、位置等を定めます。 

  ②使用者の募集方法、申込者の資格及び使用手続について定めます。 

  ③使用料及び使用者負担額について定めます。 

  ④指定管理者に関する事項について定めます。 

  ⑤特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却に伴い、他の区民向け住宅に仮移転してい

る使用者が地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜に新たに居住する場合において、新た

に居住する住宅の使用料が従前の使用料を超える際の使用料の減額について定めま

す。 

 

 【施行期日】             【位置図】 

  ①から③まで及び⑤については、区規 

則で定める日（①については令和８年１ 

月１日予定、②、③及び⑤については、 

令和７年６月１日予定） 

  ④については、公布の日 

 

  

カナルサイド高浜 



１８ 

 

議案第１８号                 【街づくり支援部住宅課】 

 港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜を廃止するほか、特定公共賃貸

住宅シティハイツ高浜の除却により、転居先として他の特定公共賃貸住宅を使

用する場合の使用料の特例を定めるものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜については、令和２年７月から建替工事を実施して

おり、建替後の建物には住宅確保要配慮者に向けた地域優良賃貸住宅を整備することから、

特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜を廃止します。また、特定公共賃貸住宅シティハイツ

高浜の除却に伴い、使用者が他の特定公共賃貸住宅に移転した場合の使用料の激変緩和を

図るため、条例を改正します。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜（港区港南一丁目１番２７号）を廃止します。 

  ②特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却に伴い、他の区民向け住宅に仮移転してい

る使用者が転居先として他の特定公共賃貸住宅の使用を許可された場合において、新

たに居住する住宅の使用料が従前の使用料を超える際の使用料の減額について定め

ます。 

  ③その他規定の整備 

 

 【施行期日】 

  ①及び②については、区規則で定める日（①については令和８年４月１日予定、②につ

いては令和７年６月１日予定） 

  ③については、公布の日 

  



１９ 

 

議案第１９号                 【街づくり支援部住宅課】 

 港区立住宅条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却により、転居先として区

立住宅を使用する場合の使用料の特例を定めるものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却に伴い、使用者が区立住宅に移転した場合の

使用料の激変緩和を図るため、条例を改正します。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①特定公共賃貸シティハイツ高浜の除却に伴い、他の区民向け住宅に仮移転している使

用者が転居先として区立住宅の使用を許可された場合において、新たに居住する住宅

の使用料が従前の使用料を超える際の使用料の減額について定めます。 

  ②その他規定の整備 

 

 【施行期日】 

  ①については、区規則で定める日（令和７年６月１日予定） 

  ②については、公布の日 

  



２０ 

 

議案第２０号        【子ども家庭支援部子ども家庭支援センター】 

 港区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、「児童福祉法」の一部改正を踏まえ、母子生活支援施設が行う事業に

妊産婦等生活援助事業を追加するものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  孤立や貧困、ＤＶや若年妊娠などの複合的な問題を抱え、出産後の養育について、出産

前から支援を行うことが特に必要な妊婦（以下「特定妊婦」といいます。）に対する支援

の強化として妊産婦等生活援助事業※を新たに創設する児童福祉法の改正が行われました。 

  区においても、子ども家庭支援センターが受理した特定妊婦の相談件数は、増加してお

り、安心して子どもを生み育てることができる支援体制を構築するため、母子生活支援施

設を活用し、妊産婦等生活援助事業を実施します。 

 

  ※妊産婦等生活援助事業では、特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るた

め、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提供や、医療機関等の

関係機関との連携などを行います。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①母子生活支援施設で実施する事業に妊産婦等生活援助事業を加えます。 

  ②妊産婦等生活援助事業の実施に必要な規定を整備します。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

  



２１ 

 

議案第２１号                【みなと保健所生活衛生課】 

 港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、公衆浴場の浴槽水の水質基準を変更するものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  条例で定める入浴者の衛生及び風紀に必要な措置等の基準のうち、公衆浴場で使用する

水の衛生管理については、国が示す「公衆浴場における水質基準等に関する指針」をもと

に基準を定めています。 

  水質検査の技術の進歩などを踏まえ、国の指針が改正され、公衆浴場における水質基準

の指標について、より的確に汚染を捉えることができる指標に見直しがなされたことから、

条例を改正します。 

 

 【条例改正の内容】 

  浴槽水の水質基準の指標を「大腸菌群数」から「大腸菌数」に変更します。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

  



２２ 

 

議案第２２号 【子ども家庭支援部子ども政策課、児童相談所児童相談課及び 

        保健福祉支援部障害者福祉課】 

 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改 

正する条例 

 

 

 本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」等の一部改正を

踏まえ、児童福祉施設等の職員の配置基準を変更するものです。 

 

 【省令改正の背景】 

  管理栄養士養成施設卒業者の負担軽減を図るため、管理栄養士国家試験の受験資格が見

直され、管理栄養士養成施設卒業者が管理栄養士国家試験を受ける場合は、栄養士の免許

を取得することを不要とする栄養士法の改正が行われました。 

  これにより、児童福祉施設等における職員の配置基準に、栄養士免許を有しない管理栄

養士を加える省令改正が行われました。 

 

 【条例改正の内容】 

  職員の配置基準について、栄養士免許を有しない管理栄養士であっても基準を満たすこ

とができることとします。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

 【改正する条例一覧】 

１ 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

２ 港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

３ 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例 

４ 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

  



２３ 

 

議案第２３号             【子ども家庭支援部子ども政策課】 

 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例 

 

 

 本案は、国の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正

を踏まえ、家庭的保育事業等の実施に係る要件を変更するものです。 

 

 【省令改正の背景】 

  家庭的保育事業者等における連携施設※の確保が進んでいないことから、国の「家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準」が改正され、連携施設の確保に係る要件緩和が

図られました。 

  また、管理栄養士養成施設卒業者が管理栄養士国家試験を受ける場合において、栄養士

の免許を取得することを不要とする栄養士法の改正を踏まえ、栄養士免許を有しない管理

栄養士であっても基準を満たすことができることとする省令改正が行われました。 

 

  ※連携施設とは、家庭的保育事業等の利用児童に対する保育内容の支援、代替保育の提

供及び卒園後の受け皿の確保について、連携協力を行う保育所等の施設をいいます。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①保育内容の支援に係る連携施設の確保が著しく困難な場合であって、一定の要件を満

たす場合には、連携施設を確保しないことができることとします。 

  ②代替保育に係る連携施設の確保について、区長が必要な措置を講じてもなお連携協力

を行う者の確保が著しく困難な場合においても、連携施設を確保しないことができる

こととします。 

  ③栄養士による献立指導等について、栄養士免許を有しない管理栄養士であっても基準

を満たすことができることとします。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 



２４ 

 

議案第２４号             【子ども家庭支援部子ども政策課】 

 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 

める条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、特定地域型

保育事業の実施に係る要件を緩和するものです。 

 

 【省令改正の背景】 

  特定地域型保育事業者における連携施設の確保が進んでいないことから、国の「特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関す

る基準」が改正され、連携施設の確保に係る要件緩和が図られました。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①保育内容の支援に係る連携施設の確保が著しく困難な場合であって、一定の要件を満

たす場合には、連携施設を確保しないことができることとします。 

  ②代替保育に係る連携施設の確保について、区長が必要な措置を講じてもなお連携協力

を行う者の確保が著しく困難な場合においても、連携施設を確保しないことができる

こととします。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日  



２５ 

 

議案第２５号             【子ども家庭支援部子ども政策課】 

 港区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（新規） 

 

 

 本案は、「児童福祉法」の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものです。 

 

 【条例制定の背景】 

  全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子

育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する

ため、児童福祉法が改正され、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時

間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度として、乳児等通園支援事業が定められまし

た。また、区市町村は、乳児等通園支援事業の設備及び運営について、条例により基準を

定めなければならないこととされました。 

  これを踏まえ、区の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、条

例を制定します。 

 

  ※乳児等通園支援事業の通称は、「こども誰でも通園制度」です。 

 

 【条例の主な内容】 

  ①乳児等通園支援事業における人権配慮や外部評価の実施などの一般原則について定

めます。 

  ②非常災害対策、安全計画の策定等に関する事項について定めます。 

  ③衛生管理等及び食事に関する事項について定めます。 

  ④乳児等通園支援事業を、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園事業に

区分し、それぞれの設備の基準及び職員配置基準を定めます。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

  



２６ 

 

議案第２６号             【子ども家庭支援部子ども政策課】 

 港区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、「子ども・子育て支援法」の一部改正に伴い、乳児等通園支援の利用

定員を定めようとするときに区長に意見を述べることを港区子ども・子育て会

議の所掌事項とするものです。 

 

 【法改正の背景】 

  子ども・子育て支援法が改正され、認可を受けた乳児等通園支援事業者が乳児等支援給

付費の支給対象であることを区市町村長が確認する際において、区市町村長が乳児等通園

支援の利用定員を定めるときは、子ども・子育て会議などへの意見聴取を行うことが義務

付けられました。 

 

 【条例改正の内容】 

  港区子ども・子育て会議の所掌事項に、乳児等通園支援事業等の利用定員を定めようと

するときに区長に意見を述べることを追加します。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

  



２７ 

 

議案第２７号       【教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課】 

 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正 

する条例 

 

 

 本案は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律」の一部改正を踏まえ、職員の超過勤務の制限の対象となる者の範囲の

拡大等をするほか、子育て部分休暇を導入するものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏ま

え、仕事と育児、介護との両立支援及び柔軟な働き方を一層推進するため、条例を改正し

ます。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①満３歳から小学校就学の始期に達するまでの子のある幼稚園教育職員から当該子を

養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、当該職員に超過勤

務をさせてはならないこととします。 

  ②小学校に就学している子を養育する幼稚園教育職員は、１日につき２時間を超えない

範囲で子育て部分休暇を取得できることとします。 

  ③幼稚園教育職員から介護の申出があった場合における意向確認等及び介護両立支援

制度等の利用に係る措置を定めます。 

  ④その他規定の整備 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

  



２８ 

 

議案第２８号                 【選挙管理委員会事務局】 

 港区長選挙における記号式投票に関する条例を廃止する条例 

 

 

 本案は、港区長選挙における記号式投票を廃止するものです。 

 

 【条例廃止の背景】 

  港区長選挙においては、投票率の向上及び開票作業の効率化を目的として記号式投票を

導入していますが、令和６年７月７日執行の東京都知事選挙において想定を大幅に上回る

立候補者があり、今後の港区長選挙でも同様の状況となった場合、現行の記号式による投

票用紙の規格では対応が困難となることから、投開票事務に著しい支障をきたすおそれが

あります。 

  また、記号式投票の導入前と比較すると、投票率に大きな変化は見られず、自書式投票

である期日前の投票者数が大幅に増加し、開票において記号式と自書式の２種類を処理す

ることによって、開票に時間を要する状況となっています。 

  これらを踏まえ、港区長選挙における投票方法を記号式投票から自書式投票に変更しま

す。 

 

 【条例の内容】 

  港区長選挙における記号式投票に関する条例を廃止します。 

 

 【施行期日】 

  公布の日 

 

  



２９ 

 

議案第２９号～第３１号              【企画経営部財政課】 

 令和６年度補正予算 

 

 

 議案第２９号 

  令和６年度港区一般会計補正予算（第８号） 

 

 議案第３０号 

  令和６年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

 

 議案第３１号 

  令和６年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第１号） 

 

 【内容】 

 上記３案の概要は、別表１のとおりです。 

 

 

議案第３２号～第３５号              【企画経営部財政課】 

 令和７年度予算 

 

 

 議案第３２号 

  令和７年度港区一般会計予算 

 

 議案第３３号 

  令和７年度港区国民健康保険事業会計予算 

 

 議案第３４号 

  令和７年度港区後期高齢者医療会計予算 

 

 議案第３５号 

  令和７年度港区介護保険会計予算 

 

 【内容】 

 上記４案の概要は、別表２のとおりです。 

 

  



３０ 

 

議案第３６号                   【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事） 

 

 

 本案は、港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事について、工事請負契約の承

認を求めるものです。 

 

 【工事内容】               【工事場所】 

  ○工事の規模 整備面積 ９１４．６１㎡ 

  ○工事場所  港区西麻布二丁目１８番９号 

  ○概  要  港区立西麻布二丁目児童遊園 

         を再整備するため、整備工事 

         を実施します。 

 

 

 

 

 

 

                       

 【契約の概要】 

  ○契約方法   制限を付した一般競争入札による契約 

  ○契約金額   ３億２，７６８万１，０３５円 

  ○工  期   契約締結の日の翌日から令和８年７月３１日まで 

  ○契約の相手方 港区三田四丁目７番２７号 

          株式会社日比谷アメニス 

 【児童遊園完成予定図】 
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３１ 

 

議案第３７号                   【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事） 

 

 

 本案は、港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事について、工事請負契約の承

認を求めるものです。 

 

 【工事内容】                【工事場所】 

 ○工事の規模 ①連絡通路延長工事 

         延長部分延べ６６．７１㎡ 

        ②小学校校舎増築工事 

         増築部分延べ５．７６㎡ 

 ○工事場所  ①港区三田一丁目１０１番６外 

        ②港区三田二丁目６番２号 

 ○概  要  港区立赤羽小学校校舎とグラウン 

        ドの敷地をつなぐ、道路上空の連 

        絡通路等整備工事を実施します。 

                        

 【契約の概要】 

  ○契約方法   随意契約 

  ○契約金額   ３億７８９万円 

  ○工  期   契約締結の日の翌日から令和８年７月３１日まで 

  ○契約の相手方 港区虎ノ門四丁目３番１３号 

          日本国土・徳倉・谷沢建設共同企業体 

          （代表者）日本国土開発株式会社東京支店 

          （構成員）徳倉建設株式会社東京支店 

          （構成員）谷沢建設株式会社 

 

 【連絡通路完成予定図】  

工事場所 

工事場所① 

工事場所② 
（港区立赤羽小学校） 



３２ 

 

議案第３８号                   【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事） 

 

 

 本案は、港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事について、工事請負契約

の承認を求めるものです。 

 

 【工事内容】                【工事場所】 

  ○工事の規模 電力設備工事 

         通信・情報設備工事 

受変電設備工事 

         発電設備工事 

  ○工事場所  港区三田四丁目１７番３ 

  ○概  要  港区立御田小学校の新校舎の整 

         備に伴う電気設備工事を実施し 

         ます。 

 

 

 【契約の概要】 

  ○契約方法   制限を付した一般競争入札による契約 

  ○契約金額   ９億５，２１６万円 

  ○工  期   契約締結の日の翌日から令和１０年１１月１０日まで 

  ○契約の相手方 港区白金二丁目５番１２号 

          西山電気株式会社 

 

 【施設完成予定図】 

 

 

 

 

 

 

 

工事場所 
工事場所 



３３ 

 

議案第３９号                   【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事） 

 

 

 本案は、港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事について、工事請負契約

の承認を求めるものです。 

 

 【工事内容】 

  ○工事の規模 空気調和設備工事 

         給排水衛生設備工事 

         自動制御設備工事 

         消火設備工事 

         ガス設備工事 

  ○工事場所  港区三田四丁目１７番３ 

  ○概  要  港区立御田小学校の新校舎の整備に伴う機械設備工事を実施します。 

 

 【契約の概要】 

  ○契約方法   制限を付した一般競争入札による契約 

  ○契約金額   ２０億１８９万円 

  ○工  期   契約締結の日の翌日から令和１０年１１月１０日まで 

  ○契約の相手方 港区三田三丁目２番６号 

          エルゴテック・日設・富士建設共同企業体 

          （代表者）エルゴテック株式会社東京本店 

          （構成員）株式会社日設 

          （構成員）富士設備工業株式会社 
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議案第４０号       【産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当】 

 指定管理者の指定について（港区立みなと芸術センター） 

 

 

 本案は、みなと芸術センターの指定管理者を指定するものです。 

 

 【内容】 

  ○対象施設 

名  称 位   置 

港区立みなと芸術センター 港区浜松町二丁目３番５号 

 

  ○指定管理者  港区赤坂四丁目１８番１３号公益財団法人港区スポーツふれあい文 

          化健康財団内 

          みなと文化パートナーズ 

   （代表団体）  公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

   （構成団体）  サントリーパブリシティサービス株式会社 

 

  ○指定の期間  令和９年１１月１日から令和１９年３月３１日まで 

 

  ※令和９年１１月１日に新たに開設する施設です。 

 

 【施設完成予定図】 
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（追加議案） 

 人事案件 

 

 

○港区教育委員会委員の任命の同意について 

 

  本案は、令和７年３月３１日で任期満了となる山内慶太委員の後任者について、任命

の同意を求めるものです。 

 

 

○人権擁護委員候補者の推薦について 

 

  本案は、令和７年１月３１日に退任した脇奈穂子委員の後任候補者の推薦について、

意見を求めるものです。 

 

 

○人権擁護委員候補者の推薦について 

 

  本案は、令和７年６月３０日で任期満了となる村田彰子委員の後任候補者の推薦につ

いて、意見を求めるものです。 

 

 

○人権擁護委員候補者の推薦について 

 

  本案は、令和７年６月３０日で任期満了となる藤本和子委員の後任候補者の推薦につ

いて、意見を求めるものです。 

 

 

○人権擁護委員候補者の推薦について 

 

  本案は、令和７年６月３０日で任期満了となる竹内陽治委員の後任候補者の推薦につ

いて、意見を求めるものです。 

 

 

○人権擁護委員候補者の推薦について 

 

  本案は、令和７年６月３０日で任期満了となる内藤恭三委員の後任候補者の推薦につ

いて、意見を求めるものです。 
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○人権擁護委員候補者の推薦について 

 

  本案は、令和７年６月３０日で任期満了となる菊地まゆみ委員の後任候補者の推薦に

ついて、意見を求めるものです。 

 

○人権擁護委員候補者の推薦について 

 

  本案は、令和７年６月３０日で任期満了となる島田万里子委員の後任候補者の推薦に

ついて、意見を求めるものです。 

 

 

○人権擁護委員候補者の推薦について 

 

  本案は、令和７年６月３０日で任期満了となる釋美和子委員の後任候補者の推薦につ

いて、意見を求めるものです。 

 





















8.1％合 計 2,560億2,980万円 100.0％ 2,368億2,938万６千円 100.0％ 192億41万４千円

2.6％

介護保険会計 192億5,470万４千円 7.5％ 185億3,107万円 7.8％ ７億2,363万４千円 3.9％

後 期 高 齢 者
医 療 会 計

72億2,275万４千円 2.8％ 70億3,770万９千円 3.0％ １億8,504万５千円

10.7％

国民健康保険
事 業 会 計

252億3,234万２千円 9.9％ 266億7,060万７千円 11.3％ △ 14億3,826万５千円 △ 5.4％

一 般 会 計 2,043億2,000万円 79.8％ 1,845億9,000万円 77.9％ 197億3,000万円

区 分
令 和 ７ 年 度 令 和 ６ 年 度 対 前 年 度 比 較

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

※ 計数については、原則として表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計
などと一致しない場合があります。

令和７年度の一般会計予算は 2,043億2,000万円で、国民健康保

険事業会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計の３つの特別会計

を合わせた全体の予算総額は2,560億2,980万円です。

予 算 の全 体像

令 和 ７ 年 度 当 初 予 算 案 の 概 要

予 算の 全体 額

歳 出 予 算 の 目 的 別 内 訳 （ 一 般 会 計 ）

歳 出 予 算 の 性 質 別 内 訳 （ 一 般 会 計 ）

令 和 ７年 度予 算 にお ける 重点 施 策と 主な 取 組

１ 子ど もた ち が健 やか に成 長 でき る、 し あわ せな 都市 を 実現 する 施 策 （ 16頁 ） 1 8 2 億 4 , 3 5 0 万円

（１）安心して子どもを産み育てられる、子育て支
援が行き届いたまちを実現する取組

プレコンセプションケア推進強化事業（17頁）

プレコンセプションケアのセミナーを実施するほか、卵

子凍結費用を助成します。

ベビーシッター利用支援事業（20頁）

一時預かりの不足に対応するよう、マッチング型ベビー

シッターの利用に係る費用の一部を補助します。

学童クラブ等利用児童へのおやつの無償提供（18頁）

学童クラブ等利用児童に対して、おやつを無償提供しま

す。

（２）配慮を必要とする子どもと家庭を支え、子どもや若者が希望を持って生きられるまちを実現する取組

２ 誰も が自 分 らし く、 心身 と もに 元気 に 生活 でき る都 市 を実 現す る 施策 （ 31頁 ） 7 8 億 5 , 3 8 9 万円

３ 区民 が安 心 して 、い つま で も暮 らし 続 けら れる 都市 を 実現 する 施 策 （ 42頁 ） 6 6 億 5 5 8 万円

４ 地域 に活 気 があ り、 にぎ わ いが 広が る 都市 を実 現す る 施策 （ 47頁 ） 8 8 億 6 7 3 万円

（３）子どもたちの多様な可能性を育む、魅力ある学びの支援が充実するまちを実現する取組

母子生活支援施設管理運営（22頁）

母子生活支援施設を活用した特定妊婦の支援を開始します。

特別支援教育の推進（24頁）

学校生活に困難さをもつ児童・生徒を支援するスペシャルニーズアシスタントを

配置します。

学用品無償化事業（25頁）

区立小・中学校の補助教材及び学習材料に要する経費を無償化します。

防犯啓発・緊急情報配信事業（28頁）

区立小学校の児童にＧＰＳ機能付見守り端末を無償貸与します。

食育の推進（小・中学校）（29頁）

全区立小・中学校においてオーガ

ニックデイ給食を提供します。

エデュケーション・アシスタントの配置拡充（29頁）

モーニングスクールの試行実施を行うことができる

よう、エデュケーション・アシスタントの配置を拡充

します。

ＧＩＧＡスクール推進事業（30頁）

全区立小・中学校へのＧｏｏｇｌｅ ｆｏｒ

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎの導入及びＩＣＴ支援員の

拡充を実施します。

（１）年齢、障害の有無、国籍などの多様性が尊重され、孤立しない、
誰もが自分らしくいられる居場所のあるまちを実現する取組

いきいきプラザ等機能強化検
討委員会運営（31頁）

いきいきプラザ等の機能強化に

ついて検討します。

高校生世代の居場所づくり
（31頁）

ひとりで安心して過ごせる居場

所の提供に向けて準備を進めます。

地域で育む日本語学習支援プロジェ
クト（32頁）

子ども向け日本語教室を開講するとと

もに、基礎的な日本語交流講座を新たに

開設します。

障害者就労支援（33頁）

精神障害・発達障害に特化した支援員

を新たに配置するなど障害者就労支援セ

ンターの機能を強化します。

（２）高齢者や障害者が必要な支援を必要なときに受けられ、
年齢を重ねても不安なく生活できるまちを実現する取組

エンディングプラン登録事業（34頁）

病気等で意思表示ができなくなったときに備えて、終活等に係る登録情

報を、医療機関等へ開示できる制度を開始します。

医療的ケア児・者支援事業（35頁）

医療的ケア児等コーディネーターを活用して相談支援体制を強化すると

ともに、支援を行う事業所に対する補助を開始します。

特定相談支援事業所等運営支援（40頁）

相談支援専門員の賃金改善や採用等に対する補助を実施します。

（３）元気な体づくりを支援する、健康寿
命の長いまちを実現する取組

予防接種事業（41頁）

おたふくかぜワクチンの任意予防接種費用を

助成するとともに、帯状疱疹ワクチンの定期予

防接種の開始及び任意予防接種の対象者拡充を

行います。

区民健康診査（41頁）

区民健康診査の対象者に16歳から29歳までの

区民を加えます。

（１）災害への備えが万全で、地域の防災力・防犯力が高い、
安心して暮らせるまちを実現する取組

災害時要支援者避難体制整備推進事業（42頁）

福祉避難所の運営等の検討や災害時要支援者登録事業の促進など、実

効性ある体制となるよう再構築を進めます。

区民避難所におけるペットの受入れ体制整備（42頁）

避難所運営者及び避難者がペットの受入れ体制を整えるためのスター

ターキットを導入します。

共同住宅の震災対策（43頁）

マニュアルの作成やマニュア

ルに基づいた訓練を支援します。

建築物耐震改修等促進（44頁）

新耐震基準の分譲マンションに係

る構造計算調査費用を助成します。

（２）安全で快適な生活環境が整い、いつまでも住み続けら
れるまちを実現する取組

動物相談・指導（45頁）

「動物政策監」を配置すると

ともに、飼養継続困難となった

ペットの保護・譲渡を支援する

取組を開始します。

景観形成推進（45頁）

文化財の学識経験者を含めた

景観審議会において、歴史的価

値のある建造物等を守る仕組み

づくりの検討を進めます。

マンション管理・建替支援
（45頁）

マンションの宅配ボックスの

設置に係る費用を助成します。

居住促進支援（46頁）

住宅確保要配慮者に対する民

間賃貸住宅入居支援の対象を高

齢者世帯に加え、障害者、生活

保護受給者、ひとり親世帯に拡

大します。

（３）先端技術を活用して省エネルギー化を推進する
とともに、緑を守り、増やし、脱炭素化が加速す
るクリーンなまちを実現する取組

先端技術を活用した区有施設の省エネルギー化（46頁）

ＡＩを活用した空調最適化サービスを導入します。

芝地区清潔なまちの実現に向けた活動推進事業（46頁）

早朝清掃の回数を増やすとともに、落書き防止対策として

壁へのコーティング塗装を実施します。

生物多様性推進事業（46頁）

身近に見かけた生きものを投稿できるアプリを導入します。

（１）街をアートで彩り、国際性、歴史、スポーツなどにより、地域が
活性化するまちを実現する取組

ＭＩＮＡＴＯまるごと留学事業
（47頁）

外国人住民宅でのホームステイなど、

区内にいながら外国の文化にふれられる

事業を開始します。

ＭＩＮＡＴＯ×アート事業（47頁）

アートの視点を取り入れ、政策に反

映します。

学校プール開放事業（50頁）

芝浜小学校の屋内プールを開放し

ます。

文化財の指定・登録等事業
（51頁）

文化財保護奨励金を増額するとと

もに、積極活用奨励金を創設します。

（２）集積する企業や人々を惹き付ける地域資源など、区の
ポテンシャルを最大限活用した、産業と観光が発展する
まちを実現する取組

ふるさと納税シティプロモー
ション活用事業（51頁）

「体験型」の返礼品の提供に

向けた準備を進めます。

区内共通商品券発行支援（52頁）

港区商店街連合会がアプリを活用して導入する地域通貨の経費を補

助します。

水辺観光推進事業（53頁）

水辺観光資源を活用し、舟

運の充実等に取り組みます。

（３）変化する時代に適応した、便利で質の
高い区役所サービスを提供するまちを実
現する取組

公衆無線ＬＡＮの整備（54頁）

区立公園・児童遊園に公衆無線ＬＡＮやデジタ

ルサイネージを搭載したスマートポールを新設し

ます。

デジタル社会の実現に向けたＤＸ推進（55頁）

電子申請の結果をオンラインで受け取れるサー

ビスを導入します。

新規

レベル
アップ

レベル
アップ

レベル
アップ

レベル
アップ

新規
レベル
アップ

レベル
アップ

レベル
アップ

レベル
アップ

※ 括弧内の頁数は、本編の頁数を記載しています。

新規

臨時
継続

レベル
アップ

レベル
アップ

新規

新規

レベル
アップ

レベル
アップ

レベル
アップ

新規

臨時
新規

レベル
アップ

レベル
アップ

レベル
アップ

レベル
アップ

レベル
アップ

レベル
アップ

新規

レベル
アップ

レベル
アップ

新規

新規

レベル
アップ

レベル
アップ

レベル
アップ新規

臨時
継続

臨時
継続

レベル
アップ

当初予算額 構成比

７億145万３千円 0.3％

371億6,074万５千円 18.2％

80億6,870万９千円 3.9％

782億7,003万３千円 38.3％

92億7,672万１千円 4.5％

45億4,291万６千円 2.2％

295億2,588万１千円 14.5％

265億3,625万７千円 13.0％

283万１千円 0.0％

92億3,445万４千円 4.5％

10億円 0.5％

2,043億2,000万円 100.0％合　　　計

科　　　目
令 和 ７ 年 度

議 会 費

総 務 費

環 境 清 掃 費

民 生 費

衛 生 費

産 業 経 済 費

土 木 費

教 育 費

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費

当初予算額 構成比

人 件 費 233億234万５千円 11.4％

扶 助 費 389億3,161万５千円 19.1％

公 債 費 283万１千円 0.0％

622億3,679万１千円 30.5％

428億9,068万７千円 21.0％

う ち 単 独 事 業 費 316億2,865万４千円 15.5％

991億9,252万２千円 48.5％

2,043億2,000万円 100.0％合　　　計

区　　　　分
令 和 ７ 年 度

義
務
的
経
費

小     計

そ の 他 経 費

投 資 的 経 費

別表２



高齢者デジタルデバイド解消事業 【レベルアップ】 5,200万円 4 地域に活気があり、にぎわいが広がる都市を実現する施策 42事業 88億 673万円

高齢者熱中症等対策事業 【レベルアップ】 838万円 (1)
街をアートで彩り、国際性、歴史、スポーツなどにより、地
域が活性化するまちを実現します。

19事業 21億 9,364万円

1
子どもたちが健やかに成長できる、しあわせな都市を実現す
る施策

50事業 182億 4,350万円 すくわくプログラム推進事業（区立幼稚園分） 【臨時(継続)】 1,800万円 高齢者補聴器購入費助成事業 【レベルアップ】 6,047万円 ＭＩＮＡＴＯまるごと留学事業 【新規】 550万円

(1)
安心して子どもを産み育てられる、子育て支援が行き届いた
まちを実現します。

20事業 45億 8,701万円 地区委員会活動支援 【レベルアップ】 1,582万円 介護サービス事業者振興事業 【レベルアップ】 1,717万円 ＭＩＮＡＴＯ×アート事業 【新規】 2,732万円

ファミリー・アテンダント事業（伴走型支援） 【新規】 1,677万円 海外留学支援事業 【レベルアップ】 554万円 介護ロボット等導入支援事業 【レベルアップ】 1億 696万円 広域イベント開催影響調査 【臨時(新規)】 990万円

ファミリー・アテンダント事業（見守り訪問） 【新規】 2億 2,139万円 奨学資金貸付及び給付 【レベルアップ】 1億 6,580万円 障害者施設等運営支援 【レベルアップ】 8,565万円
ベイエリアの活性化や水辺の観光政策の強化に向けた実
態調査

【臨時(新規)】 1,214万円

プレコンセプションケア推進強化事業 【新規】 1,145万円 私立学校等連携推進事業 【レベルアップ】 924万円 移動支援事業 【レベルアップ】 5億 6,024万円 スポーツ活動支援補助金 【臨時(新規)】 500万円

各地区すくわくプログラム推進事業（区立保育園分） 【臨時(継続)】 3,300万円 私立幼稚園連合会補助金 【レベルアップ】 1,709万円 重度身体障害者（児）居宅生活支援事業 【レベルアップ】 1,640万円 元麻布三丁目複合施設整備 【臨時(新規)】 1億 7,078万円

あっぴぃ高輪等整備 【臨時(継続)】 1億 7,590万円 防犯啓発・緊急情報配信事業 【レベルアップ】 9,532万円 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト等事業 【レベルアップ】 1,696万円 みなと芸術センター整備 【臨時(継続)】 3億 3,623万円

保育施設整備支援事業 【臨時(継続)】 5億 6,626万円 食育の推進（小・中学校） 【レベルアップ】 717万円 心身障害者（児）福祉キャブ及び緊急移送サービス運行 【レベルアップ】 1,597万円 港区平和都市宣言40周年事業 【臨時(継続)】 2,568万円

未就園児の定期的な預かり事業 【臨時(継続)】 5,680万円 エデュケーション・アシスタントの配置拡充 【レベルアップ】 1億 3,651万円 障害者グループホーム支援 【レベルアップ】 8,758万円 2025東京開催世界陸上及びデフリンピック気運醸成事業 【臨時(継続)】 1,272万円

ひとり親フードサポート事業 【臨時(継続)】 1億 5,583万円 国際人育成事業 【レベルアップ】 8億 7,250万円 発達支援センター事業 【レベルアップ】 100万円 運動・スポーツ需要調査 【臨時(継続)】 787万円

すくわくプログラム推進事業（私立認可保育所等分） 【臨時(継続)】 1億 50万円 ＧＩＧＡスクール推進事業 【レベルアップ】 19億 8,948万円 特定相談支援事業所等運営支援 【レベルアップ】 3,326万円 芝浦港南地区みずまちプロデュース事業 【レベルアップ】 1,275万円

学童クラブ等利用児童へのおやつの無償提供 【レベルアップ】 8,580万円 2
誰もが自分らしく、心身ともに元気に生活できる都市を実現
する施策

49事業 78億 5,389万円 障害児通所支援事業所運営支援 【レベルアップ】 7,581万円 町会等活動支援 【レベルアップ】 1,444万円

高輪地区学童クラブ（港区学童クラブ） 【レベルアップ】 3億 3,667万円 (1)
年齢、障害の有無、国籍などの多様性が尊重され、孤立しない、誰
もが自分らしくいられる居場所のあるまちを実現します。

14事業 21億 1,421万円 障害に配慮した広報 【レベルアップ】 1,161万円 外国都市との国際友好都市交流事業 【レベルアップ】 334万円

保育力向上支援事業 【レベルアップ】 6,529万円 いきいきプラザ等機能強化検討委員会運営 【新規】 470万円 (3)
元気な体づくりを支援する、健康寿命の長いまちを実現しま
す。

4事業 38億 118万円 ＭＩＮＡＴＯまちなかコンサート 【レベルアップ】 1,325万円

バースデーサポート事業 【レベルアップ】 1億 7,157万円 重度訪問介護利用者等大学等修学支援事業 【新規】 654万円 原油価格高騰等に伴う公衆浴場緊急経営助成 【臨時(継続)】 117万円 チャレンジコミュニティ大学 【レベルアップ】 2,856万円

子どもの孤食解消と保護者支援推進事業 【レベルアップ】 1,596万円 放課後等デイサービス送迎支援事業 【新規】 2,145万円 予防接種事業 【レベルアップ】 37億 2,106万円 運河の魅力向上事業 【レベルアップ】 9,112万円

保育士等宿舎借り上げ支援事業 【レベルアップ】 12億 1,443万円 高校生世代の居場所づくり 【臨時(継続)】 1億 3,678万円 がん患者等外見ケア用品購入費等助成 【レベルアップ】 2,025万円 学校プール開放事業 【レベルアップ】 1億 2,768万円

みなと子育て応援プラザ事業 【レベルアップ】 1億 5,686万円 外国人住民のための防災対策 【レベルアップ】 868万円 区民健康診査 【レベルアップ】 5,870万円 文化財の指定・登録等事業 【レベルアップ】 1,798万円

産前産後家事・育児支援事業 【レベルアップ】 2億 9,642万円 地域で育む日本語学習支援プロジェクト 【レベルアップ】 4,002万円 3
区民が安心して、いつまでも暮らし続けられる都市を実現す
る施策

22事業 66億 558万円 区立図書館管理運営 【レベルアップ】 12億 7,140万円

ベビーシッター利用支援事業 【レベルアップ】 4億 6,333万円 大使館等との連携による国際交流 【レベルアップ】 2,055万円 (1)
災害への備えが万全で、地域の防災力・防犯力が高い、安心
して暮らせるまちを実現します。

11事業 19億 9,133万円 (2)
集積する企業や人々を惹き付ける地域資源など、区のポテンシャル
を最大限活用した、産業と観光が発展するまちを実現します。

8事業 29億 1,519万円

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 【レベルアップ】 1億 1,261万円 心のバリアフリー推進 【レベルアップ】 544万円 災害時における衛星通信環境の整備 【新規】 7,332万円 ふるさと納税シティプロモーション活用事業 【新規】 3,617万円

産後母子ケア事業 【レベルアップ】 3億 3,020万円 重症心身障害児（者）通所事業 【レベルアップ】 7,121万円 災害対策住宅借上げ 【新規】 5,435万円 区内共通商品券発行支援 【臨時(継続)】 10億 3,677万円

(2)
配慮を必要とする子どもと家庭を支え、子どもや若者が希望
を持って生きられるまちを実現します。

11事業 87億 7,137万円 障害者（児）日中一時支援事業 【レベルアップ】 2,404万円 災害時要支援者避難体制整備推進事業 【新規】 714万円 デザインマンホール蓋の製作・活用事業 【臨時(継続)】 1,921万円

医療的ケア児保育支援事業 【新規】 540万円 障害者就労支援 【レベルアップ】 8,693万円 区民避難所におけるペットの受入れ体制整備 【臨時(新規)】 242万円 中小企業人材確保支援事業 【レベルアップ】 1億 7,236万円

里親支援センター整備 【新規】 3,148万円 障害保健福祉センター管理運営 【レベルアップ】 11億 3,353万円 災害対策本部のデジタル化 【臨時(継続)】 7,139万円 融資事業 【レベルアップ】 13億 1,663万円

子ども家庭総合支援センター開設５年目記念事業 【臨時(新規)】 228万円 児童発達支援センター管理運営 【レベルアップ】 5億 819万円 移動系無線更新 【臨時(継続)】 2億 350万円 にぎわい商店街事業 【レベルアップ】 2億 8,174万円

区内私立保育園委託 【レベルアップ】 78億 9,221万円 ひきこもり支援事業 【レベルアップ】 4,615万円 客引き防止プロジェクト 【レベルアップ】 3億 1,800万円 港区観光協会補助金 【レベルアップ】 4,848万円

ヤングケアラー支援事業 【レベルアップ】 2,729万円 (2)
高齢者や障害者が必要な支援を必要なときに受けられ、年齢
を重ねても不安なく生活できるまちを実現します。

31事業 19億 3,850万円 共同住宅の震災対策 【レベルアップ】 4,354万円 水辺観光推進事業 【レベルアップ】 383万円

離婚前後の親支援事業 【レベルアップ】 153万円 介護職魅力発信事業 【新規】 468万円 備蓄物資整備 【レベルアップ】 2億 7,796万円 (3)
変化する時代に適応した、便利で質の高い区役所サービスを
提供するまちを実現します。

15事業 36億 9,790万円

母子生活支援施設管理運営 【レベルアップ】 1億 706万円 エンディングプラン登録事業 【新規】 981万円 障害者福祉避難所運営事業 【レベルアップ】 880万円 戸籍振り仮名法対応 【臨時(新規)】 1億 7,597万円

私立幼稚園教育環境の充実 【レベルアップ】 1,182万円 障害福祉サービス等事業所従業者永年勤続表彰事業 【新規】 58万円 建築物耐震改修等促進 【レベルアップ】 9億 3,090万円 ＭＩＮＡＴＯビジョン策定 【臨時(新規)】 4,918万円

心の教育相談・不登校対策事業 【レベルアップ】 1億 424万円 就労系サービス事業所運営支援 【新規】 1,227万円 (2)
安全で快適な生活環境が整い、いつまでも住み続けられるま
ちを実現します。

8事業 45億 4,021万円 通話音声分析・モニタリングシステム導入 【臨時(新規)】 1,337万円

特別支援教育の推進 【レベルアップ】 5億 7,445万円 医療的ケア児・者支援事業 【新規】 1,058万円 麻布地区小規模ドッグランの整備 【臨時(継続)】 514万円 東麻布二丁目複合施設整備 【臨時(継続)】 1億 3,395万円

小学校特別支援学級運営 【レベルアップ】 1,361万円
カナルサイド高浜（小規模多機能型居宅介護施設）開設
準備

【臨時(新規)】 1,005万円 カナルサイド高浜建替 【臨時(継続)】 44億 7,408万円 定額減税補足給付金 【臨時(継続)】 3億 8,797万円

(3)
子どもたちの多様な可能性を育む、魅力ある学びの支援が充
実するまちを実現します。

19事業 48億 8,512万円 赤羽幼稚園等（小規模多機能型居宅介護施設）開設準備 【臨時(新規)】 65万円 （仮称）赤羽橋駅自転車駐車場整備 【臨時(継続)】 465万円 公衆無線ＬＡＮの整備 【臨時(継続)】 10億 4,210万円

学用品無償化事業 【新規】 2億 7,430万円 障害者グループホーム高浜開設準備 【臨時(新規)】 3,607万円 熱中症対策の推進 【レベルアップ】 554万円 新技術の活用に向けた体制の充実 【臨時(継続)】 6,146万円

中高一貫校検討委員会 【臨時(新規)】 47万円 南青山一丁目福祉施設整備 【臨時(継続)】 2億 1,198万円 動物相談・指導 【レベルアップ】 352万円 みなと新技術チャレンジ提案制度 【臨時(継続)】 1,500万円

学校提案事業 【臨時(継続)】 1,472万円 （仮称）障害者グループホーム南麻布等整備 【臨時(継続)】 3,387万円 景観形成推進 【レベルアップ】 1,368万円 行政情報システム標準化対応 【臨時(継続)】 11億 4,598万円

小学校普通教室化改修 【臨時(継続)】 1億 2,597万円 ケアプランデータ連携システム導入支援事業 【臨時(継続)】 164万円 マンション管理・建替支援 【レベルアップ】 2,801万円 港区業務継続計画（震災編）改定 【臨時(継続)】 787万円

御田小学校仮校舎移転交通費補助 【臨時(継続)】 608万円 港区重層的支援体制整備事業 【レベルアップ】 3,313万円 居住促進支援 【レベルアップ】 559万円 証明書自動交付事務 【レベルアップ】 9,776万円

赤羽小学校等改築 【臨時(継続)】 4億 7,050万円 民生委員・児童委員活動推進 【レベルアップ】 3,746万円 (3)
先端技術を活用して省エネルギー化を推進するとともに、緑を守
り、増やし、脱炭素化が加速するクリーンなまちを実現します。

3事業 7,405万円 個人番号カード交付事務 【レベルアップ】 2億 8,396万円

御田小学校改築 【臨時(継続)】 5億 9,483万円 成年後見制度利用促進事業 【レベルアップ】 5,175万円 先端技術を活用した区有施設の省エネルギー化 【新規】 2,044万円 港区納税案内センター運営 【レベルアップ】 5,610万円

中学校普通教室化改修 【臨時(継続)】 6,576万円 高齢者はり・マッサージサービス事業 【レベルアップ】 663万円 芝地区清潔なまちの実現に向けた活動推進事業 【レベルアップ】 1,835万円 広報みなと等の発行 【レベルアップ】 1億 583万円

社会福祉法人等運営助成 【レベルアップ】 3億 2,790万円 生物多様性推進事業 【レベルアップ】 3,527万円 デジタル社会の実現に向けたＤＸ推進 【レベルアップ】 1億 2,144万円

令和７年度当初予算 新規・臨時・レベルアップ事業

※予算額は表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、

合計額が一致しない場合があります。

※本編Ⅲ章（15頁～）に掲載されている事業を一覧にしています。

全事業については、本編Ⅳ章２（61頁～）を参照してください。

※複数の事業をまとめて掲載しているものがあるため、各重点施策

の事業数と一致しない場合があります。

区　分 新規 臨時(新規) 臨時(継続) レベルアップ 合　計

Ⅲ章掲載
事業数 21 13 36 93 163

全事業数 21 38 64 98 221
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